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別紙 

 

ＥＣＩ方式における設計業務を分割発注する場合の設計総合調整業務について 

 

１ 目的 

  技術提案・交渉方式における設計段階から施工者が関与する方式（以下、「ＥＣＩ方

式」という。）の設計業務においては、①部隊の運用に支障をきたさないよう、駐屯地／

基地全体にわたる施工計画・仮設計画等を立案、②多数の施設の性能・機能等の整合性を

図り仕様を決定、③別途発注される技術協力業務からの技術提案について、適切に設計に

反映などの特性を踏まえ、駐屯地／基地を一体として設計する必要がある。 

  ＥＣＩ方式の設計における設計総合調整業務は、実施設計業務を分割して発注する場合

に分割された設計業務全体の一体性を確保するための業務であり、当該業務において各実

施設計業務との総合的な調整を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 概要 

設計総合調整業務は、ＥＣＩ方式における設計業務を分割して発注する事案において、

１期目に発注する業務（基本設計、一部の建物、幹線ユーティリティ及び全体仮設計画の

実施設計）に含めて発注し、後年度に実施設計を分割し別途発注される各実施設計業務を

対象とした総合調整業務である。 

 

 



 

３ 対象施設 

設計総合調整業務の対象施設は、１期目で基本設計を実施した新設及び改修施設で、後

年度以降に分割し実施設計業務を行う施設とする。ただし、本業務の受注者が分割した後

年度以降の設計業務の受注者と同一の者の場合は、６（３）による。 

 

４ 業務内容 

設計総合調整業務は、ＥＣＩ導入の特性を踏まえた一体性を確保することを目的とした

業務であり、標準的な業務内容は以下のとおり。 

（１）基本設計と各実施設計の総合調整 

駐屯地／基地全体の部隊運用上の特性を踏まえた基本設計等の内容を、各実施設

計に反映させるための調整を行う。 

（２）各実施設計への設計方針の伝達 

関連する各実施設計業務の受注者に対し、監督官を通じ基本設計の成果品を貸与

し、実施設計に必要となる設計方針を伝える。 

（３）全体計画を踏まえた各実施設計への助言・提案 

関連する各実施設計業務の受注者に対し、監督官を通じ駐屯地／基地全体の整備

計画を踏まえた施工計画・仮設計画等を伝えるとともに助言及び提案を行う。 

（４）その他 

・関連する実施設計業務の把握 

・発注者と受注者との協議により必要と認められる業務 

 

５ 業務人・時間数 

（１）特記仕様書への記載 

設計総合調整業務に必要な延べ人・時間数を特記仕様書に明記する。 

（２）業務人・時間数の算出 

設計総合調整業務に係る人・時間数は、対象施設ごとに下表の標準人工数（１棟

あたり）をそれぞれ乗じて延べ人・時間数を算出する。 

なお、業務の実績に応じ後日精算とする。 

 

表 設計総合調整業務に係る標準人工（１棟あたり） 

延 床 面 積 標準人工数[人・時間] 

５，０００㎡以上 １９７ 

５，０００㎡未満、１，０００㎡以上 １０５ 

１，０００㎡未満  ７０ 

 



 

６ 業務費用の積算 

（１）業務費用の計上 

設計総合調整業務に係る業務費用は、設計業務委託料の積算価格の算出における

「直接人件費」に計上する。 

（２）単価 

直接人件費の単価は、整備計画局長が定める「設計業務委託等技術者単価」にお

ける技師Cの単価とする。 

（３）業務内容の精査 

本業務の受注者（ＪＶの場合は代表者）が後年度以降に分割した設計業務の受注

者（ＪＶの場合は代表者）と同一の者の場合は、本業務が不要になるため業務内容

の取止めを行う。 

（４）その他 

その他、本通知に定めのない事項については、以下の通知による。 

・建設工事に係る設計業務委託積算価格算定要領について（防整技第７１７１号。

２８．３．３１） 

・官庁施設の設計業務等積算基準等の運用について（防整技第９２２号。令和６

年１月１９日） 

 

７ 特記仕様書への記載例 

（１）設計総合調整業務を実施する業務の場合 

６．設計与条件 

（略） 

（５）関連業務 

業務種別 件名 履行期間 備考 

測量調査 ○○（●）○○○○測量調査 令和〇年〇〇月〇〇日  

土質調査 ○○（●）○○○○土質調査 令和〇年〇〇月〇〇日  

技術協力業務 
○○（●）施設最適化総合設計にかかる技

術協力業務 
令和〇年〇〇月〇〇日  

実施設計※ 
○○（●）施設最適化総合設計（その２）

（仮称） 
未定  

※ 設計総合調整業務の対象。 

本業務に含まれない実施設計業務については、後年度に分割し発注を予定 



 

第● 設計総合調整業務 

１ 本業務は、実施設計を後年度に分割し別途発注される設計業務に対し、ＥＣＩ導入の特性

を踏まえた一体性を確保することを目的とし、部隊運用上の特性を踏まえた基本設計等にお

ける考慮要素を各実施設計業務に反映させる以下の業務を実施するものとする。 

また、本業務の対象施設は別紙●に示すとおり、本業務で基本設計を実施した施設で、後

年度以降に実施設計を行う施設とする。 

なお、本業務の受注者（ＪＶの場合は代表者）が分割した後年度以降の設計業務の受注者

（ＪＶの場合は代表者）と同一の者の場合は、本業務が不要になるため業務内容の取止めを

行う。 

（１） 基本設計と各実施設計の総合調整 

駐屯地／基地全体の部隊運用上の特性を踏まえた基本設計等の内容を、各実施設計に反

映させるための調整を行う。 

（２） 各実施設計への設計方針の伝達 

関連する各実施設計業務の受注者に対し、監督官を通じ基本設計の成果品を貸与し、実

施設計に必要となる設計方針を伝える。 

（３） 全体計画を踏まえた各実施設計への助言・提案 

関連する各実施設計業務の受注者に対し、監督官を通じ駐屯地／基地全体の整備計画を

踏まえた施工計画・仮設計画等を伝えるとともに助言及び提案を行う。 

（４） その他 

・関連する実施設計業務の把握 

・発注者と受注者との協議により必要と認められる業務 

・業務を実施した際には、その都度書面（打合せ記録簿）に記録し、監督官に報告す

るものとする。 

２ 本業務における業務人・時間数は延べ●●●人・時間を見込むものとし、実績に応じて後

日精算とする。 

 （参考内訳） 

５，０００㎡以上          ●●棟 ●●●人・時間 

５，０００㎡未満～１，０００㎡以上 ●●棟 ●●●人・時間 

１，０００㎡未満          ●●棟 ●●●人・時間 

 

 



 

（２）設計総合調整業務から調整を受ける実施設計業務の場合 

２ 業務の実施 

（略） 

関連業務 

業務種別 件名 履行期間 備考 

測量調査 ○○（●）○○○○測量調査 令和〇年〇〇月〇〇日  

土質調査 ○○（●）○○○○土質調査 令和〇年〇〇月〇〇日  

技術協力業務 
○○（●）施設最適化総合設計にかかる技

術協力業務 
令和〇年〇〇月〇〇日  

基本設計※ ○○（●）施設最適化総合設計（その１） 令和〇年〇〇月〇〇日  

※本業務に含まれる実施設計に対して、基本設計等における考慮要素を反映させるための設計総

合調整業務が含まれている。当該基本設計業務の受注者（ＪＶの場合は代表者）より基本設計等

における考慮要素について調整を受け、本業務における実施設計に反映させること。 

 なお、本業務の受注者（ＪＶの場合は代表者）と当該基本設計業務の受注者（ＪＶの場合は代

表者）が同一の者である場合は、設計総合調整業務は取止めるものとする。 

 


